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令和 4 年度堺市上下水道局内部統制評価報告書 

 

堺市上下水道事業管理者 森 功一は、地方自治法第150条第4項の規定を踏まえ、令和4年度

の内部統制の整備及び運用状況について評価を行い、報告書を作成しました。なお、この報告書

は、同条第5項の規定による監査委員の審査の対象ではありません。 

 

1 内部統制の整備及び運用に関する事項 

内部統制とは、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価し、対

応策を講じることで、事務の適正な執行を確保するための取組で、業務に組み込まれ、組織内

の全ての者により遂行され、また、継続的に見直しを行いながら構築していくものです。 

上下水道局は、地方自治法第150条は適用されませんが、同条第1項の規定を踏まえ、令和2年

4月1日付けで「堺市上下水道局内部統制に関する方針」を策定し、上下水道事業管理者の担任

する事務のうち、財務に関する事務及び情報管理に関する事務その他の上下水道局における全

ての事務事業を内部統制の対象とする事務（以下「対象事務」という。）として、体制の整備

及び運用を行っております。 

 

2 評価手続 

(1) 概  要 

令和4年4月1日から令和5年3月31日までを評価対象期間とし、令和5年3月31日を評価基準

日として、対象事務について、局内全体と業務レベルの内部統制の評価を実施しました。 

なお、以下の記述中、特に記載のない限り、組織名や例規等の検討資料は令和5年3月31日

現在のものを指します。 

 

(2) 評価方法 

ア 局内全体の内部統制の評価 

局内全体の内部統制の評価については、「地方公共団体における内部統制制度の導入・

実施ガイドライン」（平成31年3月総務省。以下「総務省ガイドライン」という。）の評

価項目を参照し、内部統制の基本的要素ごとに設けた評価項目について、条例、規程、マ

ニュアル等の検証資料に基づき、評価部署（上下水道局 サービス推進部 事業サポート

課）による独立的評価（独立した部署での評価）として確認を行い、対象事務に係る不備

の有無を把握することにより、内部統制が有効に整備又は運用されていたかを評価しまし

た。 

イ 業務レベルの内部統制の評価 

業務レベルの内部統制の評価については、まず、各課において、リスクの発生を防止す

るための対応策を整備の上、事務の適正な執行が確保されていたかの自己点検及び自己評

価を行いました。 

その上で、これらの各課の自己評価結果や各種資料に基づき、評価部署において、対象

事務に係る不備の有無を把握し、不備が発生した場合に是正及び改善が適切に実施されて

いたかなどの観点から、内部統制が有効に整備又は運用されていたか、独立的評価を行い
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ました。 

 

(3) 有効性の評価 

対象事務について、評価対象期間の最終日である評価基準日において整備上の不備（内部

統制が存在しないもの、規定されている方針及び手続では内部統制の目的を十分に果たすこ

とができないもの等）又は評価対象期間において運用上の不備（整備された内部統制が適切

に守られていないもの）が存在する場合に、内部統制は有効に整備又は運用されていないも

のと判断するものです。 

なお、総務省ガイドラインでは、内部統制の不備のうち、地方公共団体・住民に対し大き

な経済的・社会的な不利益を生じさせる蓋然性の高いものや実際に生じさせたものが存在し

た場合に、有効でないと判断し、内部統制評価報告書に記載することとされていますが、堺

市上下水道局では、これに限ることなく内部統制の有効性を評価することとし、「4 不備

の是正に関する事項」として不備の概要をまとめて記載しています。 

 

3 評価結果 

上記の評価手続に基づいて局内全体の内部統制の評価と業務レベルの内部統制の評価を実施

し、内部統制の有効性について下記のとおり判断しました。 

(1) 局内全体の評価 

内部統制の各基本的要素（①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝

達、⑤モニタリング、⑥ICTへの対応）ごとに設けた評価項目について、次表に記載する主

な検証資料に基づいて確認を行ったところ、対象事務に係る不備は把握されなかったため、

内部統制は有効に整備及び運用されていたと判断しました。 

評価項目 主な検証資料 

①  統制環境 

1－1 事務を適正に管理及び執行する上で、

誠実性と倫理観が重要であることを示して

いるか。 

・堺市上下水道局内部統制に関する方針 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例

（平成24年条例第30号） 

1－2 組織に求める誠実性と倫理観を職員の

行動及び意思決定の指針となる具体的な行

動基準等として定め、職員及び外部委託先

並びに住民等の理解を促進しているか。 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例 

・堺市職員力・組織力向上基本方針（令和5年

制定） 

1－3 行動基準等の遵守状況に係る評価プロ

セスを定め、職員等が逸脱した場合には、適

時にそれを把握し、適切に是正措置を講じて

いるか。 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例 

・堺市上下水道局職員の懲戒処分の基準に関す

る規程（平成 25年上下水道局管理規程第 11号） 

2－1 内部統制の目的を達成するために適切

な組織構造について検討を行っているか。 

・堺市上下水道局事務分掌規程（昭和 40 年水

道事業所管理規程第 2 号） 
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2－2 内部統制の目的を達成するため、職員、

部署及び各種の会議体等について、それぞれ

の役割、責任及び権限を明確に設定し、適時

に見直しを図っているか。 

・堺市上下水道局事務分掌規程 

・堺市上下水道局決裁規程（昭和 43 年水道局

管理規程第 11号） 

3－1 内部統制の目的を達成するために、必要

な能力を有する人材を確保及び配置し、適切

な指導や研修等により能力を引き出すこと

を支援しているか。 

・研修計画（令和 4年度） 

3－2 職員等の内部統制に対する責任の履行

について、人事評価等により動機付けを図る

とともに、逸脱に対する適時かつ適切な対応

を行っているか。 

・人事評価の評価項目（能力評価基準表） 

②  リスクの評価と対応 

4－1 個々の業務に係るリスクを識別し、評

価と対応を行うため、業務の目的及び業務

に配分することのできる人員等の資源につ

いて検討を行い、明確に示しているか。 

・堺市職員定数条例（昭和29年条例第3号） 

 

4－2 リスクの評価と対応のプロセスを明示

し、それに従ってリスクの評価と対応が行

われることを確保しているか。 

・堺市内部統制取組マニュアル 

5－1 各部署において、当該部署における内

部統制に係るリスクの識別を網羅的に行っ

ているか。 

・リスク一覧表 

5－2 識別されたリスクについて、以下のプ

ロセスを実施しているか。 

(1) リスクが過去に経験したものであるか

否か、局内全体のものであるか否かを分

類する 

(2) リスクを質的及び量的（発生可能性と

影響度）な重要性によって分析する 

(3) リスクに対していかなる対応策をとる

かの評価を行う 

(4）リスクの対応策を具体的に特定し、内

部統制を整備する 

・リスク一覧表 

5－3 リスク対応策の特定に当たって、費用

対効果を勘案し、過剰な対応策をとってい

ないか検討するとともに、事後的に、その

対応策の適切性を検討しているか。 

・リスク一覧表 
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6－1 本市において過去に生じた不正及び他

の団体等において問題となった不正等が生

じる可能性について検討し、不正に対する

適切な防止策を策定するとともに、不正を

適時に発見し、適切な事後対応策をとるた

めの体制の整備を図っているか。 

・堺市職員及び組織の活性化に関する条例 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱

（平成16年制定） 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱

事務処理要領（平成16年制定） 

③  統制活動 

7－1 リスクの評価と対応において決定され

た対応策について、各部署において、実際

に指示通りに実施されているか。 

・各課の自己評価報告書 

7－2 各職員の業務遂行能力及び各部署の資

源等を踏まえ、統制活動についてその水準

を含め適切に管理しているか。 

・点検項目一覧表 

・リスク評価シート 

8－1 内部統制の目的に応じて、以下の事項

を適切に行っているか。 

(1）権限と責任の明確化 

(2）職務の分離 

(3）適時かつ適切な承認 

(4）業務の結果の検討 

・堺市上下水道局事務分掌規程 

・堺市上下水道局決裁規程 

・各種業務マニュアル 

・リスク評価シート 

8－2 内部統制に係るリスク対応策の実施結

果について、担当者による報告を求め、事

後的な評価及び必要に応じた是正措置を行

っているか。 

・リスク評価シート 

④  情報と伝達 

9－1 必要な情報について、信頼ある情報が

作成される体制を構築しているか。 

・堺市上下水道局文書規程（平成21年上下水

道局管理規程第5号） 

・文書事務の手引 

・堺市広報広聴委員等設置規程（平成13年庁

達第22号） 

・堺市上下水道局広報企画委員会要綱（昭和

61年制定） 

・広報媒体マニュアル（ホームページ） 

・堺市ホームページ作成マニュアル 

・堺市上下水道局ホームページ運用ルール 

9－2 必要な情報について、費用対効果を踏

まえつつ、外部からの情報を活用すること

を図っているか。 

・広聴事務マニュアル 

・堺市市政への提案箱制度要綱（平成15年制

定） 

・利用者の声 
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9－3 住民の情報を含む、個人情報等につい

て、適切に管理を行っているか。 

・堺市個人情報保護条例（平成14年条例第38

号） 

・個人情報取扱事務届出 

・個人情報に係る事務処理手順書 

・堺市上下水道局個人情報の適正管理に関す

る要綱（平成19年制定） 

・堺市情報公開条例（平成14年条例第37号） 

10－1 作成された情報及び外部から入手した

情報が、それらを必要とする部署及び職員

に適時かつ適切に伝達されるような体制を

構築しているか。 

・経営幹部会議、四部会議、管理職全体会議等 

・庁内LAN（デジタルサイネージ、職員情報共有

のページ、電子メール等） 

・広報広聴副主任会議 

10－2 組織内における情報提供及び組織外か

らの情報提供に対して、かかる情報が適時

かつ適切に利用される体制を構築するとと

もに、当該情報提供をしたことを理由とし

て不利な取扱いを受けないことを確保する

ための体制を構築しているか。 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱 

・堺市職員の公正な職務の確保に関する要綱

事務処理要領 

・堺市上下水道局法規相談窓口設置要綱（平

成17年制定） 

⑤  モニタリング 

11－1 内部統制の整備及び運用に関して、組

織の状況に応じたバランスの考慮の下で、

日常的モニタリング及び独立的評価を実施

するとともに、それに基づく内部統制の是

正及び改善等を実施しているか。 

・リスク評価シート 

11－2 モニタリング又は監査委員等の指摘に

より発見された内部統制の不備について、

適時に是正及び改善の責任を負う職員へ伝

達され、その対応状況が把握され、モニタ

リング部署又は監査委員等に結果が報告さ

れているか。 

・リスク評価シート 

・内部統制評価報告書 

・監査結果報告、監査結果に基づく措置通知

書 

⑥  ICTへの対応 

12－1 組織を取り巻くICT環境に関して、い

かなる対応を図るかについての方針及び手

続を定めているか。 

・堺市ICT戦略 

・堺市上下水道局DXアクションプラン 

・堺市上下水道局DX推進本部要綱（令和3年制定） 

・堺市上下水道局DX推進主任等に関する要領（令

和2年制定） 

12－2 内部統制の目的のために、当該組織に

おける必要かつ十分なICTの程度を検討した 

 上で、適切な利用を図っているか。 

・情報セキュリティポリシー 

・各システムの情報セキュリティ実施手順 

・自作システム管理ガイドライン 
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12－3 ICTの全般統制として、システムの保

守及び運用の管理、システムへのアクセス

管理並びにシステムに関する外部業者との

契約管理を行っているか。 

・該当する業務の契約書 

12－4 ICTの業務処理統制として、入力され

る情報の網羅性や正確性を確保する統制、

エラーが生じた場合の修正等の統制、マス

ター・データの保持管理等に関する体制を

構築しているか。 

・情報セキュリティポリシー 

・各システムの情報セキュリティ実施手順 

 

 (2) 業務レベルの内部統制の評価 

各課における不備を記録したリスク評価シートの内容や記録されていない不備の有無等に

ついては、各種資料に基づき不備の発生状況の点検を行ったところ、整備上の不備は見当た

らず、有効に整備されていたものと判断しますが、評価対象期間において対象事務に係る運

用上の不備が把握されたため、内部統制の一部は有効に運用されていなかったものと判断し

ました。 

なお、推進部署（上下水道局 サービス推進部 事業サポート課）が特に重点的に点検が必

要なものとして指定したリスクについては、下記のとおり確認をした結果、不備は見当たり

ませんでした。 

ア 「現金（公金外現金を含む。）、切手の紛失、盗難、私的流用、不適切な管理」につい

て、現金出納簿、切手等受払簿などの帳簿類の調査を実施 

イ 「固定資産台帳の記載漏れ、記載誤り」に関しては、令和 4年 10月 31日付け「固定資

産の現況調査について」により、各課において現況調査を実施しました。なお、令和 3年

度の定期監査を受けて現況確認のあり方を見直した結果、全ての資産を対象に現況調査を

行うこととし、土地、建物、構築物、機械及び装置については、5年以内の期間を設けて

調査することとしました。 

 

4 不備の是正に関する事項 

内部統制の評価手続により把握した業務レベルの内部統制における運用上の不備は、次表の

とおり14件ありました。これらの不備については、適宜、是正措置及び改善策が講じられてお

り、適切に対応しているものと判断しました。 

 

大分類 小分類 件数 不備の内容 是正及び改善措置の内容 

1 予算執行 1 予算執行 0 － － 

2 収入 1 調定 2 

①指定排水設備工事業者の

倒産に伴い、排水設備工

事検査が未実施であった

ため、下水道使用料の徴

検査未実施及び未賦課案

件を洗い出し、ほかに徴

収漏れが無いことを確認 

した。今後は、定期的に
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収漏れが発生した。 月1回調査し、下水道へ

の接続が確認されたもの

は下水道使用料の賦課手

続を行うこととした。 

②3年間の使用許可をして

いる行政財産の目的外使

用料について、令和4年

度の使用料が使用開始日

より前に徴収されていな

かった。 

使用料の徴収漏れが発生

しないよう、今後は、1

年ごとに使用許可を行う

こととし、業務マニュア

ルに追加した。 

2 徴収 1 

①協定に基づく他市汚水の

処理に要する経費に係る

負担金を請求する際、負

担金の算定根拠となる汚

水排出量を実際より少な

い量で算出したため、負

担金を過少請求した。 

相手方と協議し、不足額

を徴収した。今後は、関

係課と連携して複数人で

の確認を徹底するととも

に、前年度から大幅な増

減がある場合は、十分に

内容を精査することとし

た。 

3 納入通知 0 － － 

4 収入 0 － － 

5 債権管理 2 

①債権額に応じた按分弁済

が見込まれていたにもか

かわらず、令和3年度末

に法人消滅事由により債

権の不納欠損処理を行っ

た。 

一部弁済金については、

過年度損益修正益として

受入処理を行った。今後

は、継続中の案件の見落

としが生じないよう、業

務マニュアルに追加し

た。 

②担当者間での連携不足に

より、誤って弁護士に債

権回収業務を委託し催告

したことから、破産に伴

い裁判所が水道料金の免

責を許可したにもかかわ

らず、水道料金が入金さ

れた。 

破産申立準備等が始まっ

た案件については、弁護

士委託を取り下げること

をルール化し、担当者間

で連携を図るため、シス

テム入力を徹底すること

を業務マニュアルに追加

した。 

3 支出 1 契約の締結 3 

①代価表を作成する際、本

来計上されるべき単価が

一部漏れていたため、予

システム上の改善対策を

図るとともに、今後、代 

価表作成後は複数人で単
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定価格を誤った金額で公

表した。 

価の計上漏れの確認を行

うこととした。 

 

 

②設計書の経費計算におい

て、一般管理費の率計算

の対象外とすべきものを

一般管理費の対象として

積算したため、予定価格

を誤った金額で公表し

た。 

下水道施設工事の「工事

設計書審査チェックシー

ト」を新たに作成した。

今後は、複数人で確認を

行うこととし、課内会議

で共有した。  

  

③本来、積算システムに登

録されている共通代価を

使用すべきところ、手入

力により誤った代価を作

成したため、予定価格を

誤った金額で公表した。 

手入力代価であることが

分かるようシステム改修

を行うとともに、積算シ

ステムに登録されている

代価を適正に使用してい

るかを複数人で確認し、

手入力で作成している場

合は根拠資料と照合して

より慎重に確認すること

とした。 

 
2 契約の履行 

の確保 
1 

①委託契約において、受注

者から提出されるべき一

部再委託届出書が提出さ

れていなかった。 

受注者に一部再委託届出

書の提出を求め、受領し

た。今後は、業務毎にチ

ェックシートを作成し、

複数人での確認を徹底す

ることとした。 

 3 支払 0 － － 

 4 補助金の交付 0 － － 

4 現金、切手等 
1 現金、切手等 0 － － 

2 公金外現金 0 － － 

5 資産 
1 公有財産 0 － － 

2 物品 0 － － 

6 情報管理 
1 個人情報の 

管理 
2 

①受託者（水道メーター取

替業務）の従業員が、「メ

ーター取替施工伝票」に

お客様の氏名を二重線で

訂正したため、誤ったお

客様の個人情報（氏名）が 

分かる状態で投函した。 

受託者の業務責任者が、

従業員に対し、事案の共

有と個人情報保護に関す

る研修を行った。 

個人情報（お客様の氏名）

を記載しないよう様式を 

変更した。 
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②公共下水道整備に係る汚

水桝設置について意向を

確認する必要があり、土

地所有者の自宅へ職員が

訪問し、個人情報（氏名及

び権利利益に関する内

容）を記載した文書を誤

って近隣の同姓宅のポス

トに投函した。 

事務処理手順書を作成

し、個人への文書の送達

は原則として郵送とする

ことを定め、今後やむを

得ず文書を投函する際

は、所属長に報告した上

で、投函前に複数人での

確認を徹底することとし

た。 

 
2 機密情報の 

管理 
0 － － 

7 例規 1 規定整備 0 － － 

8 文書 
1 文書管理 3 

①共同住宅の家主等に、水

道料金の基本料金を免除

する旨の通知文書を郵送

したところ、文書裏面に

記載している水道料金の

計算式に誤りがあった。 

作成者以外の職員が、複

数人でダブルチェックす

る体制に見直すととも

に、元原稿となるデータ

を容易に変更できないよ

うパスワードを設定し

た。 

②メーター検針時に、受託

者がハンディターミナル

を適切にシャットダウン

しなかったため、最新の

単価情報で計算されず、

誤った金額表示のご使用

水量のお知らせを投函し

た。 

受託者に対し、ハンディ

ターミナルの操作手順の

徹底を求めるとともに、

ハンディターミナルに注

意喚起のシールを貼付し

た。また、ハンディター

ミナル内のデータをシス

テムに戻す際に、自動で

シャットダウンするよ

う、プログラム修正を行

った。 

③公文書である過年度の運

転日誌を紛失した。 

公文書の適切な管理につ

いて周知するとともに、

公文書に該当するものを

抽出し、管理の徹底を図

った。 

2 公印管理 0 － － 

9 ICT 1 システム 0 － － 

合 計 14   
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 ※ 上記の表は、対象事務について、堺市上下水道局が想定したリスクをまとめたリスク一覧

表の分類ごとに作成したものです。 

 

5 配水管布設工事等における不適切事案について 

  令和 3年度に施工した「浅香山町 3丁ほか配水管布設工事」及び令和 4年度に施工した「浅香

山町 3 丁ほか舗装道路本復旧工事」において、不適切な契約・対応を行っていたことが判明し、

その調査報告書を令和 5年 6月 30日に公表しました。 

本事案を受け、令和 5 年 7 月 14 日に堺市上下水道局組織改革等推進委員会要綱を制定し、堺

市上下水道局組織改革等推進委員会を設置しました。今後、同委員会において、不適切な職務遂

行が起きた原因や問題点等を検証し、再発防止に取り組みます。 

本事案に係る内部統制の評価については、同委員会で検証して対策を講じた後、改めて報告書

を作成し、公表する予定です。 

  なお、本事案の詳細な内容については、堺市上下水道局のホームページに調査報告書を公表し

ています。 

ホームページの URL https://water.city.sakai.lg.jp/customer/oshirase/3100.html 

 

 

令和 5年 8月 3日 堺市上下水道事業管理者 森  功 一  

https://water.city.sakai.lg.jp/customer/oshirase/3100.html

